
交付目論見書交付目論見書
＜公社債投資信託＞＜公社債投資信託＞

U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
（アメリカMMF）
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
（アメリカMMF）

ノムラ・グローバル・ノムラ・グローバル・
セレクト・トラストセレクト・トラスト

＜管理会社＞ グローバル･ファンズ・マネジメント・エス・エー
1991年7月8日に、ルクセンブルグ1915年商事会社法（改正済）に基づき設立。
トラストの資産の運用・管理、ファンド証券の発行、買戻しおよび転換を行います。
資本金375,000ユーロ（約5,970万円）　管理投資信託財産額 約1.7兆円（2024年11月末日現在）
（注）ユーロの円貨換算は、2024年11月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1ユーロ＝159.20円）によります。

＜投資運用会社＞ ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド
ファンドに関する投資運用業務を行います。
＜保管受託銀行、登録・名義書換事務、支払、管理事務代行会社、発行会社代理人および評価代理人＞ ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
トラストの資産の保管業務ならびに登録・名義書換事務、支払、管理事務代行業務、発行会社代理人業務および評価代理人業
務を行います。
＜代行協会員＞ 野村證券株式会社
代行協会員としての業務を行います。

● ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
●   ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は、販売会社にご請求いただければ当該販売
会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされております。

●   また、EDINET（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情
報の内容はhttps://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/でもご覧いただけます。

この交付目論見書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。この交付目論見書により行う
ノムラ･グローバル･セレクト･トラスト － U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品
取引法第5条の規定により有価証券届出書を2025年1月31日に財務省関東財務局長に提出しており、2025年2月1日にその届出の
効力が生じております。
ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用に
よる損益は全て投資者のみなさまに帰属します。

U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド（「ファンド」）は、ノムラ･グローバル･セレクト･トラスト（「トラスト」）のサブ・ファンドです。
ファンドは「アメリカMMF」、「America MMF」と称することがあります。
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ファンドの目的・特色

ファンドの目的および投資方針
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求すること
です。ファンドは、主に、高い信用度と流動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品（※）への分散投資、および現金、
預金への投資により、この投資目的の達成を目指します。
※ 公債短期金融商品とは、欧州連合（「EU」）、EU加盟国の政府、地方自治体および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、
欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、経済協力開発機構（OECD）加盟国、Ｇ20加盟国もしくはシンガポールの中央政府
もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のＥＵ
加盟国が属する国際金融機関もしくは組織によって単独または共同で発行または保証される短期金融商品をいいます。

投資対象
● ＥＵ加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または日本、アメリカ合衆国その他のＯＥＣＤ加盟国の政府その他の
中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される米ドル建ての公債短期金融商品

● リバースレポ契約
● 現金
● 金融機関への預金
● レポ契約
● その他の短期金融商品（証券化商品および資産担保コマーシャル・ペーパーを含みます）
● 他の短期ＭＭＦ

ファンドは、その純資産の少なくとも99.5％を公債短期金融商品、公債短期金融商品を担保とするリバースレポ契約、
現金に投資します。
株式への投資または出資は行いません。

ファンドは、残存期間が397日以下の短期金融商品に投資します。
投資対象は、Ｓ＆Ｐ社の格付でＡ－１以上、ムーディーズ社の格付でＰ－１、もしくは国際的に認知されている他の格付業者
からこれと同等の格付を得ているか、または、格付を付与されていない場合は、MMF規則（注）で義務付けられた管理会社が
実施する信用度評価手続で、適格であると評価されたものとします。
（注）欧州でのマネー・マーケット・ファンドに関する規則（マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則（ＥＵ）2017/1131）

主な投資制限
以下は、ファンドの投資制限の要点だけを述べたものです。
● 公債短期金融商品を除いて、同一発行体の短期金融商品、証券化商品および資産担保コマーシャル・ペーパーの
10％超を取得することはできません。

● ファンドは６銘柄以上の公債短期金融商品を保有していなくてはならず、１銘柄への投資がファンドの純資産の30％
を超えてはならないものとします。

● ファンドの純資産の10％を超えて同一金融機関に預金することはできません。
 ただし、ファンドが登録されているＥＵ加盟国内でこの分散要件を満たすのに十分な金融機関が存在せず、かつ、他の
加盟国で預金することができない場合、ファンドの純資産の15％までを同一の金融機関に預金することができます。

● リバースレポ契約において、同一取引相手方に提供する現金総額は、ファンドの純資産の15％までとします。
● 短期金融商品、証券化商品、資産担保コマーシャル・ペーパーおよび他の短期ＭＭＦを含む有価証券の空売りは
行いません。

管理会社は、ファンド証券が販売される各国の法令に従うために、MMF規則に反せず、かつ、受益者の利益となる投資
制限を随時規定することができます。
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流動性リスクおよびポートフォリオリスクの管理
管理会社は、ファンドの流動性リスクを監視し、受益者の買戻請求に随時応じられるよう、ファンドのポートフォリオにおける
以下の流動性基準を確保するための、流動性管理手法を導入しています。

　翌日満期を迎える資産の組入比率： 純資産総額の10％以上
　一週間以内に満期を迎える資産の組入比率： 純資産総額の30％以上

ただし、管理会社が管理できない理由、または買付もしくは買戻しの結果として、基準を満たせなくなった場合、買戻しの
停止などの措置をとることがあります。

分配方針
管理会社は、ファンド証券の1口当り純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配を日々行う予定です。
ファンド証券については、当該ファンド証券の買付注文の受渡日当日から買戻請求の受渡日の前日までの期間について、
分配が行われます。毎月の最終取引日に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配
金（ルクセンブルグ、日本およびその他の関係国の分配金についての源泉税およびその他の税金を控除後）が当該最終
取引日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行されます。
分配の結果、トラストの純資産がルクセンブルグの法律で規定された投資信託の最低額（125万ユーロ）相当を下回る場
合には、分配を行うことができません。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

運用体制およびリスクに対する管理体制
管理会社は、ファンド運営の管理権限を有し最終責任を負うことを条件として、ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミ
テッドを投資運用会社に任命しており、ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドはその裁量により、ファンド資産の
運用などを行います。
ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドのフィックスト・インカム・インベストメント・チームが中心となって、ファンド
の運用リスクを適切に管理し、ファンドのポートフォリオを構築しています。
ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドのフィックスト・インカム・インベストメント・チームは、投資対象やファン
ドタイプによって分かれている同社のインベスト部門のチームのひとつです。
ファンドの運用は、ファンドの純資産総額、経済ファンダメンタルズ、金利リスクおよびクレジット・リスクなどの分析を通して、
ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドにおいて毎月開かれるフィックスト・インカム・インベストメント委員会で
決定される投資方針を基に実行されます。

なお、この情報は2024年11月末日現在のものであり、随時変更されます。
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投資リスク

リスク要因
ファンドは、短期金融商品など値動きのある証券に投資します。これらの投資対象には、主に下記の
ような性質があり、ファンド証券の1口当り純資産価格および日々の分配金額を変動させる要因と
なります。したがって、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、ファンド証券1口当り純資産
価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの信託財産に生じた
損益は全て受益者のみなさまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。

3

※純資産価格の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点
ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
リスクに対する管理体制については、2ページをご参照ください。

金利変動リスクとは、金利変動により短期金融商品の価格が変動するリスクをいいます。金利が下落すると短期
金融商品からの収益（受取利息）が減少する要因となります。

金利変動リスク

信用リスクとは、ファンドが投資する短期金融商品の発行体が財政上の困難、経営不振その他の理由により、元利金を
あらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク（債務不履行リスク）をいいます。一般に、債務不履行が
発生する場合またはそのおそれがある場合には、短期金融商品の価格は下落し、1口当り純資産価格が下落する要因
となります。
また、発行体の信用格付の変更に伴い、その価格が下落するリスクもあります。

信用リスク

ファンドは米ドルを基準通貨としています。したがって、日本円で投資する投資家は、外国為替市場の変動を反映して、
その保有する価値が、円貨換算することにより、当初投資した金額を下回ることがありますのでご留意下さい。

通貨リスク

ファンドは、受益者が受益証券を換金または購入する際の受益証券１口当りの価値を一定（1米セント）に保つことを
めざすコンスタントＮＡＶファンドです。ただし、ファンドの保有資産の純資産価格は変動し、市場価格は、当初の受益
証券１口当りの金銭価値（1米セント）から乖離することがあります。コンスタントＮＡＶを維持するために、ＭＭＦ規則に
定義される償却原価法により資産を評価します。償却原価法を使用した評価額とＭＭＦ規則に定義される時価評価
またはモデル評価による評価額の差が規定の範囲を超えた場合には、管理会社は、必要かつ適切であると判断する
是正措置を行います。また、受益者から想定外の大量の換金があった場合には、元本割れの価格で資産を売却せざる
を得なくなり、コンスタントＮＡＶを維持できず元本を割り込む可能性があります。

純資産価格が一定のファンドに関連するリスク
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参考情報
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ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移

● 分配金再投資純資産価格は、税引前の分配金を再投資したと
みなして算出したものです。2019年12月末を100として
指数化しております。

● 年間騰落率は、2019年12月～2024年11月の5年間の
各月末時点とその1年前における分配金再投資純資産価格を
比較して算出したものです。

● 年間騰落率は、表示通貨である米ドル建てで計算されています。
したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率と
なります。

出所： Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律
事務所外国法共同事業が作成

● 2019年12月～2024年11月の5年間の各月末時点とその
1年前における数値を比較して算出した、年間騰落率の最大値・
最小値・平均値を表示したものです。

● このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に
比較できるように作成したものです。

最大値（%）
最小値（%）
平均値（%）

2023/122019/12 2020/12 2021/12 2022/12

年間騰落率（右軸）
分配金再投資純資産価格（左軸）

ファンド
4.82
0.07
1.83

新興国債
16.6
－4.2
8.5

先進国債
15.3
－6.1
5.3

日本国債
2.3
－5.4
－1.6

新興国株
57.9
－22.7
9.5

先進国株
60.3
－12.5
21.4

日本株
42.1
－9.5
14.6

（ご注意）
● ファンドの分配金再投資純資産価格および年間騰落率は、実際の純資産価格およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる
場合があります。

● 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
● 代表的な資産クラスを表す指数
日 本 株・・・TOPIX（配当込み）
先進国株・・・FTSE先進国株価指数（除く日本、円ベース）
新興国株・・・S&P新興国総合指数
日本国債・・・ブルームバーグE1年超日本国債指数
先進国債・・・FTSE世界国債指数（除く日本、円ベース）
新興国債・・・FTSE新興国市場国債指数（円ベース）
（注）S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。

TOPIX（東証株価指数）の指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」と
いいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に
関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
FTSE先進国株価指数（除く日本、円ベース）、FTSE世界国債指数（除く日本、円ベース）およびFTSE新興国市場国債指数（円ベース）に関するすべて
の権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、
FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ
企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。

←最大値
←平均値
←最小値



5

運用実績

※7日間平均年換算利回りは課税前です。

（年/月）

（%） （百万米ドル）

純資産総額（右軸）
7日間平均年換算利回り（左軸）

純資産総額および7日間平均年換算利回りの推移 （2024年11月末日現在）

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
運用実績等については別途月次レポート等が作成されている場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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投資有価証券の主要銘柄 （2024年11月末日現在）

順位 銘柄 種類 利率
（%） 満期日 

投資
比率
（%）

1 EUROPEAN INVESTMENT BANK ユーロ・コマーシャル・ペーパー ― 2024年12月 2 日 3.74

2 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES 
DE SECURITE SOCIALE ユーロ・コマーシャル・ペーパー ― 2025年 1 月31日 3.71

3 LANDESKREDITBANK BADEN-
WURTTEMBERG FORDERBANK ユーロ・コマーシャル・ペーパー ― 2025年 2 月14日 3.33

4 KFW ユーロ・コマーシャル・ペーパー ― 2025年 2 月25日 2.77

5 KFW ユーロ・コマーシャル・ペーパー ― 2025年 2 月25日 2.77

6 EUROPEAN INVESTMENT BANK ユーロ・コマーシャル・ペーパー ― 2025年 4 月14日 2.75

7 BNG BANK NV ユーロ・コマーシャル・ペーパー ― 2025年 1 月31日 2.41

8 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ユーロ・コマーシャル・ペーパー ― 2024年12月10日 2.24

9 AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES 
DE SECURITE SOCIALE ユーロ・コマーシャル・ペーパー ― 2025年 2 月18日 2.22

10 EUROPEAN INVESTMENT BANK ユーロ・コマーシャル・ペーパー ― 2024年12月 5 日 1.87

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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手続き・手数料等

お申込みメモ
購入単位 1,000口以上1口単位

※   ただし、販売会社は独自に、より大きな取扱い単位を決定する場合があります。また、以
下の場合には、販売会社が応じるものに限り、1口以上1口単位とします。
 ・   販売会社でお取引いただいている商品の利金や売却代金などのうち基準通貨（または販
売会社が応じるその他の通貨）で支払われるものによりファンド証券をお申込みの場合等

 ・   確定拠出年金法にもとづいて個人または事業主が拠出した資金をもってファンド証券
をお申込みの場合

購入価額 管理会社が申込を受領した日に計算される1口当り純資産価格。
通常、1米セントです。
これを下回る場合は、ファンド証券の販売は行われません。

購入代金 お申込みが行われた取引日（約定日）の翌取引日までに申込金額をお支払いください。
※   日本円の場合、基準通貨との換算レートは約定日の東京外国為替市場の相場に基づい
て販売会社が決定します。また、販売会社によっては、基準通貨でお支払いいただくこと
もできます。詳細は販売会社にお問い合わせください。

換金（買戻し）単位 1口以上1口単位

換金（買戻し）価額 管理会社が換金（買戻し）請求を受領した日に計算される1口当り純資産価格。
通常、1米セントです。

換金（買戻し）代金 換金（買戻し）請求が行われた取引日（約定日）の翌取引日に換金（買戻し）代金をお支払いし
ます。
※   日本円の場合、基準通貨との換算レートは約定日の東京外国為替市場の相場に基づい
て販売会社が決定します。また、販売会社によっては、基準通貨でお受け取りいただくこ
ともできます。詳細は販売会社にお問い合わせください。

申込締切時間 販売会社にお問い合わせください。申込締切時間までに所定の事務手続きが完了したものを
当日のお申込み受付分とします。

購入の申込期間 2025年２月１日～2026年１月30日
（期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
※   この期間中の取引日に、購入申込みの取扱いが行われます。
  取引日とは、以下のすべてが営業を行っている日です（ただし12月24日を除きます。）。
  ①ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークの銀行
  ②日本の販売会社

換金（買戻し）制限 クローズド期間、大口解約の制限等はありませんが、流動性基準を満たせなくなった場合、
買戻しの停止などの措置をとることがあります。詳しくは、2ページの「流動性リスクおよび
ポートフォリオリスクの管理」をご覧ください。
なお、上記の取引日に換金（買戻し）申込みの取扱いをします。

購入・換金（買戻し）
申込受付の中止及び
取消し

管理会社は、以下の場合において純資産価格の決定を一時的に停止し、ファンド証券の販売
および買戻しを一時的に停止することができます。
①   ファンド資産の相当部分の評価の基礎を提供する一つもしくは複数の証券取引所もしく
は市場、またはファンド資産の相当部分の表示通貨を取引する一つもしくは複数の外国為
替市場が通常の休日以外の日に閉鎖され、または、取引が制限もしくは停止された場合。

②   政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監
督が及ばない何らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことな
く、ファンドの資産の売却が正当にまたは正常に実行できない場合。

③   ファンドの組入証券の評価を行うため通常使用している通信機能またはコンピューター
設備が故障している場合、または何らかの理由でファンドの資産の評価が規定されると
おり迅速かつ正確に確定できない場合。
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④   為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の
取引が実行不可能な場合またはファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートで
は実行できない場合。

⑤   コンスタントＮＡＶを維持できない状況が発生している期間。ただし、管理会社が停止を
解除する合理的な措置をとる場合に限ります。

さらに、管理会社または販売会社はファンド証券の購入または転換（スイッチング）の注文が
マーケット・タイミング（不公正な裁定取引）であるとの疑義が生じた場合は、当該注文を受け
付けない場合があります。

信託期間 無期限（なお、ファンドの運用開始日は1998年7月24日です。）

繰上償還 トラストおよびファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意により、いつでも、償還すること
ができます。さらに、トラストはルクセンブルグ法により要求される場合は、償還することがで
きます。
なお受益者への償還金のお支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続等の
進捗によってはさらに時間を要する場合があります。

約款の変更 管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも変更することが
できます。
管理会社は、約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由
等を金融庁長官に届け出なければならず、その変更の内容が重大である場合等においては、
あらかじめ日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知し
なければなりません。詳細は請求目論見書でご参照いただけます。

決算日 毎年7月31日

収益分配 管理会社は、ファンド証券の1口当り純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の
分配を日々行う予定です。

信託金の限度額 ファンドについて、信託金の限度額は定められていません。

運用報告書 ファンドの計算期間の終了（毎年7月31日）およびファンドの運用の終了後に、期間中の運用
経過および、ファンドが保有する資産の内容などを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。

課税関係 課税上は外国公社債投資信託として取り扱われます。

その他 ご投資にあたっては「外国証券取引口座」が必要です。（開設・口座管理料等に関しては販売
会社にお問い合わせください。）
その他の詳細は請求目論見書でご参照いただけます。

申込取扱場所 アイザワ証券株式会社
岩井コスモ証券株式会社
株式会社SBI証券
FPL証券株式会社
キャピタル・パートナーズ証券株式会社
京銀証券株式会社
ぐんぎん証券株式会社
七十七証券株式会社
東海東京証券株式会社
南都まほろば証券株式会社
光証券株式会社
丸三証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社（注）

いちよし証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
FFG証券株式会社
岡地証券株式会社
九州FG証券株式会社
きらぼしライフデザイン証券株式会社
四国アライアンス証券株式会社
ちばぎん証券株式会社
とうほう証券株式会社
八十二証券株式会社
北洋証券株式会社
丸八証券株式会社
むさし証券株式会社

（上記をそれぞれ「販売会社」といいます。）
（注）  申込みの取扱いは、確定拠出年金法にもとづいて個人または事業主が拠出した資金をもって

ファンド証券の申込みをする投資家に限ります。
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ファンドの費用・税金
ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 かかりません。
換金（買戻し）手数料 かかりません。
転換（スイッチング）手数料 かかりません。
信託財産留保額 かかりません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用（以下の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。）
運用管理費用（管理報酬等）
純資産総額に対し年率0.66%以下
信託財産に日々費用計上され、ファンドの純資産価格に反映されます。なお、四半期ごとに信託財産中から支払われます。
支払先の内訳は以下のとおりです。

手数料等 支払先 対価とする役務の内容 報酬率

管理報酬 管理会社
ファンドの投資運用業務、管理事務の
監督およびモニタリング、およびファンド
の信託期間中の管理全般に関する業務

ファンドの日々の純資産総額
に対し年率0.01%以下

投資運用報酬 投資運用会社 ファンドに関する投資判断等の運用業務
およびこれに付随する業務

ファンドの日々の純資産総額
に対し年率0.15%以下

保管報酬 保管受託銀行
ファンド資産である金融商品およびその他
資産の保管業務、ならびにこれらに付随
する業務

ファンドの日々の純資産総額
に対し年率0.04%以下

管理事務代行報酬 管理事務代行会社
ファンドの純資産価格の計算業務、受益者
名簿の管理、ファンドの購入・換金（買戻し）
等受付け業務、およびこれらに付随する
業務

ファンドの日々の純資産総額
に対し年率0.03%以下

代行協会員報酬 代行協会員
ファンド証券の純資産価格の公表、目論
見書および運用報告書等の販売会社への
送付、ならびにこれらに付随する業務

ファンドの日々の純資産総額
に対し年率0.08%以下

販売会社報酬 販売会社
ファンドの販売業務・買戻しの取次業務、
運用報告書の交付業務、ファンドおよび
それに関連する投資環境に関する説明
および情報提供等の業務

ファンドの日々の純資産総額
に対し年率0.35%以下

その他の費用・
手数料

●目論見書、運用報告書、通知の作成・印刷費用　●弁護士費用（ファンドに関する契約書の
作成業務、目論見書等の開示・届出書類作成業務、監督当局への届出に関する業務、および
これらに付随する業務の対価）●監査費用（ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を
作成する業務の対価）　●登録費用　●銀行手数料　●ファンド資産および収益に課せられる
税金　等
上記の費用・手数料は、トラストより実費として支払われ、間接的にご負担いただきます。

上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合がある他、ファンドの保有期間に応じて異なるため、これらを合計し
た料率、合計額または上限額等を表示することができません。

税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期 項目 税金
分配時 所得税および

住民税
利子所得として課税：分配金に対して20.315%

買戻し請求等による
譲渡時および償還時

所得税および
住民税

譲渡所得として課税：譲渡益に対して20.315%
ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、譲渡損益と同じ扱いと
なります。

●上記は2025年1月31日現在のものです。なお、税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。
●購入価額を下回る部分からの分配についても課税対象となります。
●法人の場合は上記とは異なります。
●税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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【金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に係る重要事項】
ファンドは、主に外貨建て債券（短期金融商品等）を投資対象としますので、金利変動等による
組入債券（短期金融商品等）の価格下落や、組入債券（短期金融商品等）の発行体の倒産や財
務状況の悪化等の影響により、純資産価格（外貨建て）が下落し、損失を被ることがあります。
また、純資産価格が外貨建てで表示されますので、当該外貨建てでは投資元本を割り込んでい
ない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被るこ
とがあります。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c8>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


